
業務仕様書に係る第2期（業務期間：平成30年度～令和4年度）から第3期（業務期間：令和5年度～令和9年度）にかけての変更点等

　※　ここに掲載している変更点はあくまで主な事項だけであり、この他にも文言や言い回し等の変更があります。

　※　「変更内容概要」に「明文化」と記している事柄は新規事項ではなく、第2期で対応している事柄を明文化したものになります。

変更内容概要 仕様書掲載頁 第3期仕様書　記載内容 第2期仕様書　記載内容

1
インボイス制度への対応
を追加

P8
第2節　調定請求業務
2　実施方法等の概要

(10)　各請求書及び領収書等は、消費税の適
格請求書等保存方式（インボイス制度）導入
までに、それに対応したものとすること。

【無し】

2

スマートフォンアプリ決
済への対応を明文化

※　各決済会社はコンビ
ニ収納の店舗の一つとし
ての位置づけ

P9
第3節　収納業務
2　実施方法等の概要

(6)，(7)　コンビニエンスストア収納及びス
マートフォンアプリ決済収納手数料～

(6)，(7)
コンビニエンスストア収納手数料～

3
井戸汚水排除・特殊営業
に係る附帯業務の一部を
明文化

P13
第6節　受付業務
1　業務の内容

(11)　井戸汚水等排除開始届、休止届、廃止
届及び再開届の受付並びに処理
(12)　特殊営業に係る申請の受付及び処理

【無し】

4
メーターボックス内漏水
修繕業務を削除

【第2期仕様書掲載箇所】
第10節　その他附帯業務
3　メーターボックス内漏
水修繕業務

【削除】

メーターボックス内漏水修繕業務は、メー
ターボックス内で発生した漏水を修繕する業
務であり、漏水が発生した時は速やかに修繕
し、委託者に報告すること。

1 ／ 4



変更内容概要 仕様書掲載頁 第3期仕様書　記載内容 第2期仕様書　記載内容

5
「貯蔵品管理業務」を新
たに追加

P17
第10節　その他附帯業務
5　貯蔵品管理業務

貯蔵品管理業務は、水道事業に使用するた
め発注者が調達した水道メーター及び材料
（以下「貯蔵品」という。）を管理する業務
であり、その内容は、次に掲げるとおりとす
る。

なお、本業務に関する詳細は「貯蔵品管理
業務手引き書（以下「手引き書」とい
う。）」によるものとする。
(1)　貯蔵品の在庫管理に関すること
(2)　貯蔵品の入出庫に関すること
(3) 貯蔵品の調達に必要な資料の作成に関す
ること
(4) 貯蔵品を保管する倉庫内の整理等業務遂
行のため必要な事項に関すること

【無し】

6

「公共下水道接続調査業
務」を新たに追加

※　通常の電子計算業
務、検針業務の範囲内で
行うもの

P17
第10節　その他附帯業務
6　公共下水道接続調査業
務

公共下水道接続調査業務は、公共下水道処
理区域内で公共下水道へ接続していない家屋
等の有無を調査する業務であり、その内容
は、次に掲げるとおりとする。
(1) 発注者からの求めに応じ、随時、公共下
水道処理区域内で下水道使用料が未賦課と
なっている家屋等を抽出し、データを提出す
る。
(2) 検針業務の履行過程で接続状況の現地調
査を行い、その結果を発注者に報告する。
(3) その他、関連業務が発生した際、発注者
と受注者で協議のうえ、対応する。

【無し】

2 ／ 4



変更内容概要 仕様書掲載頁 第3期仕様書　記載内容 第2期仕様書　記載内容

7
「改善勧告」の項目を削
除

【第2期仕様書掲載箇所】
第5章　業務評価
3　改善勧告

【削除】

３　改善勧告
委託者は、業務審査の結果、委託業務の履

行状況が次に掲げる状況にあると認められる
ときは、受託者に改善勧告を行うものとし、
受託者は改善勧告に従い、改善内容及び期限
等を明記した改善計画書を委託者に提出し、
速やかに改善しなければならない。
(1) 調定額及び収納率を当該年度３月締めと
したときの収納率が、水道料金については、
90.41%、下水道使用料については、81.84%に
満たないとき。
(2)　業務水準を満たしていないとき。

8
最終年度の目標収入率の
設定を変更

P22
第5章　業務評価
3　目標収入率

令和５～８年度については、調定額を当該
年度３月、収入額を翌年度９月締めとしたと
きの各年度における水道料金収入率と下水道
使用料収入率の平均を99.80％以上とすること
を目標とする。

令和９年度については、調定額を同年度８
月、収入額を同年度２月締めとしたときの水
道料金収入率と下水道使用料収入率の平均を
99.80％以上とすることを目標とする。

但し、令和９年９月以降についても前年同
期の収入率を下回らないよう努めるものとす
る。

平成30～33年度については、調定額を当該
年度３月、収納額を翌年度９月締めとしたと
きの各年度における水道料金収納率と下水道
使用料収納率の平均を99.80％以上とすること
を目標とする。平成34年度については、前４
年間の実績を下回らないことを目標とする。

3 ／ 4



変更内容概要 仕様書掲載頁 第3期仕様書　記載内容 第2期仕様書　記載内容

9

発注者からの貸与品の中
に、開閉栓受付確認用パ
ソコンとレジスターを明
文化

P23
第6章　経費負担
1　経費負担

①発注者が提供・貸与するもの
・パソコン：埼玉県共同システムを通じて行
う開閉栓受付用1台
・レジスター：営業所で使用する1台

【無し】

10
スマートフォンアプリ決
済への対応を明文化

P23
第6章　経費負担
1　経費負担

②発注者が負担（交付・支給）するもの
収納手数料：③コンビニエンスストア・ス
マートフォンアプリ決済収納代行手数料

②発注者が負担（交付・支給）するもの
収納手数料：③コンビニエンスストア収納代
行手数料

11
第10章　その他に「その
他の業務提案」を新たに
追加

P28
第10章　その他
7　その他の業務提案

　受注者は、本仕様書に定めのない事項につ
いても、契約した委託料の範囲内で、市民
サービスの向上、収入率の向上並びに社会情
勢の変化への対応等を目的とした業務提案
を、適宜、発注者に対して行うものとする。

【無し】
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【参考】第 2期公募時点との業務量等比較用 
 

1 

上下水道局営業業務の現状（第 2期公募時点） 

 

Ⅰ 給水区域の概要 

 

№ 項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

１ 行政区画面積（km2） １０９．１６ １０９．１３ １０９．１３ 

２ 行政区域内人口（人） ３４８，７２３ ３４９，３８８ ３５０，４５７ 

３ 行政区域内戸数（戸） １４８，６５３ １５０，３９５ １５２，４９６ 

４ 給水人口（人） ３４８，６５４ ３４９，３１７ ３５０，３９４ 

５ 給水戸数（戸） １４８，６０２ １５０，３４４ １５２，４５２ 

６ 水道普及率（％） ９９．９ ９９．９ ９９．９ 

７ 下水道普及率（％） ８５．２ ８５．３ ８５．３ 

※各年度４月１日現在 

 

Ⅱ 業務実績 

 

１ 検針業務 

№ 項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

１ 年間検針件数 １，０２０，１６５ １，０３５，７７８ １，０４６，６４２ 

【参考】 

月間平均検針件数（平成27年度実績） 

①偶数月 ９４，９５８件 

②奇数月 ７９，４８２件 

 

２ 調定請求業務 

№ 項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

１ 年間上水調定件数 ９４０，２４５ ９５２，４０１ ９６４，４７５ 

２ 年間下水調定件数 ８１４，０２７ ８２４，５４４ ８３７，１９６ 

【参考】 

料金徴収方法と内訳実績比率 

徴収方法 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

口座制（口座振替） ７４．４４％ ７５．１９％ ７４．７９％ 

納付制（納入通知書） ２５．５６％ ２４．８１％ ２５．２１％ 

うちコンビニ収納比率 １９．６９％ １９．５０％ ２０．２２％ 



 

2 

３ 収納業務 

区

分 

調定年度 

活動年度 
平成25年度 平成26年度 平成27年度 

上 

水 

道 

平成 

25 

年度 

調定額（千円） ５，７９２，０１２   

収納額（千円） ５，３３０，９８８   

収納率（％） ９２．０４   

平成 

26 

年度 

調定額（千円） ５，７９２，０１２ ５，８１９，２６３  

収納額（千円） ５，７８６，１１９ ５，３５５，２５５  

収納率（％） ９９．８９ ９２．０２  

平成 

27 

年度 

調定額（千円） ５，７９２，０１２ ５，８１９，２６３ ５，８５１，４６６ 

収納額（千円） ５，７８６，７１０ ５，８１４，９９８ ５，３７９，７７１ 

収納率（％） ９９．９０ ９９．９２ ９１．９３ 

下 

水 

道 

平成 

25 

年度 

調定額（千円） ３，４０５，０１４   

収納額（千円） ２，８２０，４９４   

収納率（％） ８２．８３   

平成 

26 

年度 

調定額（千円） ３，４０５，０１４ ３，４６２，４３０  

収納額（千円） ３，４００，０５０ ２，８６７，１４９  

収納率（％） ９９．８５ ８２．８０  

平成 

27 

年度 

調定額（千円） ３，４０５，０１４ ３，４６２，４３０ ３，４８６，１０５ 

収納額（千円） ３，４０１，１０８ ３，４５８，５７０ ２，８９５，４７１ 

収納率（％） ９９．８８ ９９．８８ ８３．０５ 

※各年度３月締め 

【参考】 

①現年度収納率 

項目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

水道料金（％） ９９．８３ ９９．８５ ９９．８９ ９９．９１ ９９．８９ 

下水道使用料（％） ９９．６４ ９９．６２ ９９．７９ ９９．８５ ９９．８３ 

平均収納率（％） ９９．７３ ９９．７３ ９９．８４ ９９．８８ ９９．８６ 

※調定額を当年度３月、収納額を翌年度９月締めとしたときの収納率 

②年度末収納率 

項目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

水道料金（％） ８９．８３ ９１．０３ ９２．０４ ９２．０２ ９１．９３ 

下水道使用料（％） ７９．８８ ８０．１８ ８２．８３ ８２．８０ ８３．０５ 

※調定額及び収納額をともに３月締めとしたときの収納率 

③口座再振替通知発行件数 年間２１，６６２件（平成27年度実績） 

 

４ 滞納整理業務 

№ 項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

１ 督促状 ６０，３１５ ４７，７９７ ４７，９４６ 

２ 給水停止予告件数 ９，１９９ ９，８７１ ９，６３５ 

３ 給水停止執行 ２，８５８ ３，３２３ ３，４８３ 
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５ 精算業務 

項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

年間精算件数 １３，８１１ １３，３９８ １３，９８２ 

 

６ 受付業務 

(1)開閉栓 

№ 項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

１ 年間開栓受付件数 ２０，３３４ ２０，７６９ ２３，２９６ 

２ 年間閉栓受付件数 １９，０２１ １９，４６０ ２１，８６２ 

【参考】 

①届出方法別年間件数（平成27年度実績） 

項目 Web※1 事務所窓口 事務所電話 営業所窓口 営業所電話 

開栓件数 ３１６ ８２ １６，９３３ ８６７ ２，０８３ 

閉栓件数 ３３７ ９８ １６，５１４ ６３９ １，５５９ 

項目 郵送 現場 その他※2   

開栓件数 ４４７ １９２ ２，３７６   

閉栓件数 １８９ ３８ ２，４８８   

※1 川越市ホームページからインターネットを介しての届出。 

※2 FAX又は電子メールによる届出。 

②繁忙期における届出件数（平成27年度実績） 

項目 平成27年4月 平成27年5月 平成28年2月 平成28年3月 

開栓件数 ２，０８５ １，６８２ ２，２７８ ３，３３１ 

閉栓件数 １，８１８ １，５６７ ２，１６６ ２，７３４ 

 

(2)窓口支払い件数（平成27年度実績） 

項目 年間窓口支払い件数 H27年4月支払い件数 H28年3月支払い件数 

営業所窓口 １１，６１２ ８９４ ８８１ 

水道局窓口 ４，９４６ ４１９ ３１８ 

 

【参考】 

諸証明発行件数（平成27年度実績） ６１件 

 

(3)入力業務（平成27年度実績） 

項目 新規入力件数 口座入力件数 

年間入力件数 ２，０５６ ９，４４３ 

 

【参考】 

調定更正入力件数 年間約２４０件 
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７ 井戸等関連業務 

(1)井戸関連 

 件数 排除量（㎥） 

単独井戸 ４５ ２９５，５６９ 

上下併用井戸 ２０２ １，７８９，０５４ 

合計 ２４７ ２，０８４，６２３ 

※平成２６年度実績 

 

(2)特殊営業に係る下水道汚水排除量認定 

 ①概要 

  クーリングタワー等の使用により使用水量と汚水排除量に著しく差異が認められる場合、

申請に基づき、蒸発分の汚水排除量の減量を認定している。減量分の算出は事業所からの

報告書提出か検針により行っている。 

 ②認定件数 

  ３０件（平成27年3月時点） 

 

８ 鶴ヶ島区域等関連業務 

(1)鶴ヶ島市松ヶ丘、南町、五味ヶ谷の一部  

①概要 

・水道料金 ･･･ 坂戸、鶴ヶ島水道企業団が検針及び賦課徴収を行っている。 

・下水道使用料 ･･･  坂戸、鶴ヶ島水道企業団から検針データの有償提供を受け、その

データに基づき本市で賦課・徴収を行っている。 

②年間調定件数 

項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

年間調定件数 １９，３２０ ２１，３６３ ２１，６２２ 

 

(2)富士見工業団地（川越市竹野地区） 

①概要 

・水道料金 ･･･ 本市が検針及び賦課徴収を行っている。 

・下水道使用料 ･･･  本市が坂戸、鶴ヶ島下水道組合に検針データを有償提供し、その

データに基づき坂戸、鶴ヶ島下水道組合が賦課･徴収を行っている。 

②年間調定件数 

項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

年間調定件数 ８１ ７８ ７９ 
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(3)日高団地（川越市笠幡の一部） 

概要 

・水道料金 ･･･ 本市が検針及び賦課徴収を行っている。 

・下水道使用料 ･･･ 日高市が検針及び賦課徴収を行っている。 

※日高市が検針を行っているため検針データは提供していないが、毎月対象地区の水

栓の移動一覧を作成し、無償で日高市に提供している。 

 

 

９ メーター交換関連業務 

項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

検定満期メーター交換対象件数 ２４，２６７ ２１，０９８ ２２，７８１ 

※ 交換作業は本委託業務に含まない。対象メーターの抽出（データ及び一覧表）及び対象者への

通知ハガキの印刷が対象。 

 


